
め
の
積
極
戦
略
で
も
あ
る
、

と
の
こ
と
。 

こ
ん
な
手
に
は
乗
っ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
憲
法
を
変
え

る
と
い
う
大
問
題
に
安
保
法

制
の
時
を
超
え
る
運
動
し
よ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

て
、
安
倍
政
権
も
国
会
で
の

閉
会
中
審
査
に
も
応
じ
ざ
る

を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
や

は
り
選
挙
で
意
思
を
表
す
こ

と
の
効
果
が
よ
く
わ
か
っ
た

気
が
し
ま
す
。
来
る
総
選
挙

で
は
そ
の
力
を
発
揮
し
た
い

も
の
で
す
。 

野
田
・
九
条
の
会
の
7

月
例
会
で
は
、
安
倍
首
相
の

「
憲
法
九
条
の
一
項
、
二
項

を
残
し
、
自
衛
隊
の
地
位
に

関
す
る
〝
加
憲
〟
提
案
」
に

つ
い
て
、
討
論
し
ま
し
た
。

元
外
交
官
の
孫
崎
享
さ
ん
の

発
信
を
も
と
に
、
自
衛
隊
を

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
に
ま

で
話
が
進
み
ま
し
た
。 

孫
崎
さ
ん
に
よ
る
と
、
憲

法
の
規
定
に
は
一
切
触
れ

ず
、
た
だ
憲
法
に
不
足
し
て

い
る
と
こ
ろ
を
補
う
だ
け
の

「
加
憲
」
な
の
は
、
護
憲
派

に
昨
年
の
安
保
法
制
反
対
の

よ
う
な
大
々
的
な
「
統
一
戦

線
」
を
容
易
に
さ
せ
な
い
た

共
謀
罪
は
、
7

月
11

日

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
国
会
で

の
可
決
か
ら
一
ヶ
月
も
待
た

ず
に
。
さ
て
、
私
た
ち
は
目

に
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
日

常
行
動
を
監
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ

う
か
。 

施
行
日
の
朝
日
新
聞
に
作

家
の
高
村
薫
さ
ん
が
書
い
て

い
ま
し
た
。「
日
本
は
誰
も
ま

と
も
に
説
明
で
き
な
い
よ
う

な
法
律
が
成
立
し
て
し
ま
う

国
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
事
実
を
忘
れ
な
い
よ
う
、

一
人
ひ
と
り
が
肝
に
銘
じ
て

お
く
べ
き
で
す
。
そ
し
て
有

権
者
は
監
視
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
こ
と

が
大
切
で
す
。
そ
れ
で
委
縮

す
る
の
で
は
な
く
て
真
剣
に

自
分
の
こ
と
と
し
て
考
え
る

べ
き
で
す
。」
と
。 

さ
て
東
京
都
議
選
の
後
、

加
計
学
園
問
題
も
い
ろ
い
ろ

な
資
料
が
出
て
き
た
り
し

 

8月 3日（木） 13:30～16:00 

平和のつどい実行委員会 

  

8月 6日（日）  

 

南部梅郷公民館 南地域九条の会 

8月 9日（水） 17:00～18:00 

 

梅郷駅西口 野田九条の会 

8月19日（土）  

8月20日（日）  

 

  

8月20日（日）  

 

野田市文化会館 文化会館主催事業 

 

憲
法
施
行
70

年
の
今
年
、
平
和

と
戦
争
を
考
え
ま
す
。 

は
、
小
ホ
ー
ル
で
「

」
、
福
島
原

発
事
故
を
取
材
し
続
け
た

。
が
突
き
つ
け
る
シ
リ
ア
内
戦
の
現

実
。
今
も
取
材
を
続
け
る

も
。
集
会
室
で
は

。
兵
士
た
ち
の
証
言
記
録
や
、

戦
争
体
験
者
と
の
懇
談
、
被
爆
者
の

訴
え
と
行
動
の
記
録
を
通
し
て
、
問

わ
れ
ぬ
ま
ま
置
き
去
り
に
さ
れ
た

過
去
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。 

、
沖
縄
・
辺
野
古
の
い
ま

と
向
き
合
う

（
研

。
こ
の
他
、

修
室
）

も

有
り
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。 



 

一緒に読み進め確認してみようと、毎月 10 日

11:00～11:30、市民ネットワーク・のだの事務所

にて「憲法カフェ」を開催しています。講師による

学習会ではなく毎回 30 分という短い時間ですが、

何が書いてあるか確認していくという集まりです。 

参加費 100 円でお菓子と入れたてのおいしい珈琲

も用意しています。読み終わったあと意見交換し、

九条ができた理由や基本的人権、男女平等など暮ら

しとつながっていることもわかっていけたらいい

と思います。 

市民ネットワーク・のだ  鈴木 真理子 

第九条で戦争放棄を明記した世界に誇る「日本国

憲法」。70 年近く改正されずに日本に深く根を下し

ています。ところが、最近安倍政権のもと、改憲し

ようという動きがあります。なぜ改憲が必要なので

しょうか。憲法改正には国民投票が必要です。 

改憲に反対するにしても賛成するにしてもきち

んとした判断基準を持っていなければ、メディアな

どで報じられる一方的な意見に流される可能性が

あります。そこで改めて「日本国憲法」をみんなで

 

戦後 70 年余、平和国家として歩んできた日本が、

今大きな岐路に立たされている。安倍首相は 5 月 3

日、改憲を求める集会にビデオメッセージを寄せ、

「2020 年を新しい憲法が施行される年にしたい」

と語った。首相は改正項目として 9 条を挙げ、1 項、

2 項を残しつつ自衛隊を明文で書き込むという。し

かし、集団的自衛権を行使する自衛隊について、戦

力ではないと言って通用するだろうか。 

ニュースで聞いたときは唐突な感じがしたが、実

は首相側近は昨秋、首相の持論だった戦力不保持を

定める 2 項の改正を封印し、3 項を追加して自衛隊

を明記する案を公明党幹部に伝え、感触を探ってい

た。首相自身も今年に入り、周辺にそのことを語っ

ていた。実際、公明党には同様の声があり、民進党

の前原誠司氏も昨年の党代表選で同様の考えを提

案していた。 

  

今回の提案は、「改憲はまず加憲から」という考

え。これは公明党の主張に配慮しただけではなく、

民進党を分断させて、昨年の安保法制反対デモのよ

うな大きな統一戦線を形成させないための戦略と

いえる。旧来の憲法草案をわきに置いて、国民投票

での承認を得るため、ぎりぎりの線を狙ったもの

だ。改憲発議に必要な国会議員 3 分の 2 以上の議

席を有している今、何としても改憲の既成事実化を

果たそうとする中から生まれてきたといえる。自民

党憲法改正推進本部が議論のたたき台として出し

た条文案は、9 条の二として「前条の規定は〔…〕

自衛隊を設けることを妨げるものではない」とし

た。 

またこの際に、緊急事態条項の新設や戦前までの

古い家族観に基づく条文の追加等も企んでいる。 

改憲発議の時期は定かではないが、我々のやるべ

きことは決まっている。それは、国民投票になった

際に上述の提案を否決できる情勢を確保すること

だ。周囲の人々の理解が広がるよう一層の努力が必

要ではないだろうか。 

皆川 純麿 


